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１． はじめに

　包装材料は現代社会に溶け込み、まるで空気のよう
にあることを意識されずに利用されている。プラス
チックの他に、紙、缶、ビン、そして古くからある木・
葉が材料として用いられている。食品包装産業の最近
の話題の一つは、「サーキュラーエコノミー（循環経済）
を推進するために、リサイクルをどのように進めてい
くのか？」である。プラスチック包装の中でもタイト
ルに挙げた食品用のガスバリア機能を持つプラスチッ
ク包装材料は、リサイクル処理の工程数が増える複層
材が使われているため注目度が高い。これは、コンビ
ニエンスストアやスーパーマーケットなどで販売され
ている「賞味期限が付けられている密封された加工食
品」に主に用いられている。これらの食品は現代に考
えられた保存食であり、各店でこれらの商品の陳列に
多くのスペースを割いていることから、売れ筋商品と
して購入者が多いことがわかる。
　一方で、いつも生鮮食品を入手して料理できる人や
外食が多い人は、このような商品をあまり必要と感じ
られていないのかもしれない。日本国内でも、「必要
とする人」と「必要としない人」がいるということで
ある。このことは、法制度とともに食文化、ライフス
タイルや社会システムが異なる他国と日本を一括りに
して議論するのは難しいことも表している。
　本稿では、主に日本国内で用いられている食品用ガ
スバリアプラスチック包装、特にフィルムを用いるパ
ウチ包装を取り巻く社会環境と将来展望について述べ
る。　

２． 日本でのガスバリアプラスチック包装

　　 普及の背景

　まず、プラスチック包装全体でみてみると、日本で
は高度成長期のスーパーマーケットの全国展開によ

り、商店街の商店での対面販売からレジでの一括精算
に移行したことで飛躍的に普及した。あらかじめ商品
を包装し値段を表示して陳列しておく必要が生じたた
めである。透明で中身が見え、軽量かつコンパクトな
包装は物流の効率も大幅に向上させた。働き方の多様
化、女性の社会進出、核家族化や一人暮らしの増加、
買い物難民の増加など、社会が変化していく中で、食
事の取り方や料理の仕方も変わっていき、加工食品が
増えていった。特に一人分の食事やお弁当などに便利
な「使い切りサイズ」や「食べきりサイズ」が増えて
いる。購入者が選ぶ基準として、食品ロス削減の意識
の高まりもあると思う。毎日商店街に買い物に行って
いた時代から、１週間に一度スーパーマーケットに買
い出しにいくことも一般化している。特売日などに買
いだめすることもある。
　また近年、日本人の衛生面の意識が高くなった。ネッ
トスーパーも普及してきており、物流・販売過程で不
特定多数の人が触れる商品であるため、安全安心面か
ら包む文化が進んでいる。加工食品に限らず生鮮食品
や中食用のお弁当やお総菜なども包まれている。未開
封な状態は、中身が安全安心であることを示している
からである。
　ここで「賞味期限」を意識する加工食品では、伝統
的な保存食である漬物や乾物などを除いて、「密封し
た包装」を用いて食品の腐敗変敗などを抑える酸素バ
リアや水蒸気バリアが求められるようになった。後者
では、水分を含んだ加工食品が乾燥しないようにバリ
アすることでも貢献している。保存食が新しい包装手
法により一つ加えられたということである。図１のよ
うな包装技法が考えられ、常温・冷蔵・冷凍保存用の
包装材料のラインナップが揃えられている 1)。そのま
ま湯煎や電子レンジで調理可能な商品もある。ほとん
どの場合、製造・加工時に微生物の繁殖を抑えるため
に殺菌、静菌か除菌のいずれかの処理が施されている。
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つまりガスバリア機能だけあればよいわけではなく、
保存・調理温度での耐久性などの特性も求められてい
るということである。

３． 食品包装に用いられるガスバリア材料

　ガスバリア機能は他の産業でも利用されており、各
用途で求める「寿命」に応じてガスバリア性のランク
が異なる。例えば、図２のような透過度で数値化して
分類されている 2)。数値が小さいほどガスバリア性が
高くなる。現在最高ランクのガスバリア性が必要な用
途は、何年も使う高価格な電子デバイス用ガスバリア
フィルムと封止材である。例えば、有機 EL 製品の何
万円もする価格を思い浮かべていただくとよいかもし
れない。
　加工食品には賞味期限があることから、そこまでの
性能は求められていない。そもそも食品の価格帯から
考えて、包装材料は安くなければならない。コンビニ
エンスストアやスーパーマーケットでのこのような食
品の価格は、100 円台や 200 円台が主流であるため、必
然的に安定して工業生産されている汎用性プラスチッ
クが用いられる。使用されている材料は、識別マーク「プ
ラマーク（プラの文字を矢印で囲んだ表示）」の下にア

ルファベットでプラスチックの略称（ガスバリア材料
の例：PET、PVDC、EVOH など、M は金属）が示さ
れている材料に限定されている 3)。
　冒頭に、法制度が異なる他国と日本を一括りにして
議論するのは難しいことを述べた。
　日本では食品用器具・容器包装は、「食品衛生法」の下、

「安全性を評価した物質のみを使用するポジティブリス
ト制度」に基づいたプラスチックが使用されている 4)。
つまり、現在使用されている食品包装には、食品に接
触しても安全であることが科学技術的に証明された物
質だけが使用されているということである。
　表１に複層材の基本ユニットの例を示す 1)。前述した
ように包装材料はガスバリア機能だけが求められてい
るわけではない。各プラスチックの特性には長所だけ
でなく短所もある。そこで短所を補うための手段とし
て材料のコラボが行われ、複層材となっている。ここ
には金属のアルミも用いられている。各層の厚みや積
層順もデザインしている。一般的には、包む対象の食
品から最初にどの包装技法を用いるのかを考える。賞
味期限から、必然的に用いる材料と複合化の組合せも
決まってくる。

４． ガスバリア機能を維持しながらリサイクル

　　 性を高めるトレンド

　講演会などで「複数の材料が混ざっている複層材の
リサイクルをどのように効率よく行っていくのでしょ
うか？」という質問をよく受ける。イメージとしては、
サンドイッチやハンバーガーからパンと挟んだ具を分
ける工程が入るからである。材料面からの対策として

「モノマテリアル化」が進められている。混合材料より
も単一材料の方がリサイクルしやすいからである。最
初からリサイクルすることを前提とし、リサイクルし

図１　代表的な包装技法の概念図とガスバリア性評価法の関係図 1)

図２　産業界で要求される酸素と水蒸気のバリア性の概念図 2)

表１　プラスチック包装に使用されている基本ユニット構造の例 1)
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採択された 8)。そして政府間交渉委員会（INC）がスター
トし、2024 年末までに条約を策定することになってい
たが、2025 年に持ち越している。本稿を執筆している
時点では、2024 年 11 月 25 日から 12 月 1 日まで韓国
で開催されたプラスチック汚染に関する法的拘束力の
ある国際文書（条約）の策定に向けた第 5 回政府間交
渉委員会（INC 5.1）が現時点での最新の活動である 9)。
今までの会議での議論をまとめた条約の草案である議
長テキスト（Chair’s Text、2024 年 12 月 1 日付け）が
Web 上で一般公開されている 10)。この会議には 177 か
国の国連加盟国、関係国際機関、NGO などが参加した。
INC の 正 式 名 称 は、「Intergovernmental Negotiating 
Committee to develop an international legally binding 
instrument on plastic pollution, including in the marine 
environment」である。プラスチック汚染は、例えるな
らば「地球がごみ屋敷になる」ということが現実味を
おびてきたものであり、人間が住む陸だけでなく、海
も含むことが強調されている。人間だけでなく、地球
上のすべての動植物にも大変迷惑である。「海はごみ捨
て場」という海洋投棄は、日本では法律で禁止してい
るが、まだ捨てている国もある。海洋投棄を禁止する
ことも議長テキスト第 8 条（Article 8）に明記されて
いる。
　第 3 条（Article 3）には、不必要なプラスチックを
使用することをやめ、必要なプラスチックは安全にリ
ユース、リサイクルまたはコンポスト化する活用が謳
われている。プラスチック製品のサーキュラーエコノ
ミーを推進しようとするものである。人間に例えると、
メタボ状態なのでダイエットに取り組みぜい肉を落と
して筋肉質な体にしていこうというものである。国際
会議でプラスチックをバッシングしているようでいて、
冷静にみるとプラスチックは必要であると認識し、上
手に使い続けることを決めているのである。

６． INC 5.1 で挙げられた不必要なプラスチック

　国際会議で議論されている不必要なプラスチックと
は何であろうか。同じく第 3 条（Article 3）に 203X
年（X は 2030 年代の何年かを表す）までに段階的に廃
止（Phase out）とする製品案が Annex Y として明記
されている。それを表２にまとめる 10)。
　Part I は製品である。そもそものプラスチック汚染
の対策に本腰を入れたきっかけは海洋での汚染である。
海水浴をイメージして欲しい。テイクアウトして砂浜
で食事をするときに、食事や飲料の入れ物は１回だけ
しか使わない（Single use）いわゆる使い捨てプラスチッ

やすい製品設計を試みているということである。合体
させずに、パンはパンで、具は具で分けたままで食べ
るようにするような感じである。日本国内で先行して
いる飲料用のペットボトル本体のようにできないかと
いう考え方である。
　各社各大学、知恵と工夫を凝らしている。例えば、
昨年開催された「TOKYO PACK 2024（会期：2024 年
10 月 23 日－ 25 日、会場：東京ビックサイト）」の出
展者情報をおっていくと個別の取り組みがわかると思
う 5)。ただし、現在の日本の「食品衛生法」において
は、フィルムのリサイクル材を食品と接触する内面に
使用しないようにしている。消費者が資源ごみとして
出すまでにどのような取り扱いをしたのかわからない、
つまりトレーサビリティが取れないこともある。安全
安心の観点から、生命に危険をおよぼす物質が極微量
でも入るリスクをなくしているということである。ま
た、原料の「バイオマス化」も同時に取り組んでいるが、
本稿のページ数に限りがあることから割愛する。
　ここで難しい問題がある。加工食品は種類が多いこ
とと包装技法もいくつもあるため、飲料用のペットボ
トル本体のように包装材料を一つの材料に統一するこ
とが困難であるということである。また、商品は全国
に流通するが、使用済みの包装材料を各自治体でどの
ように分別回収するのか、どの方法でリサイクルする
のかなどの社会システムも一緒に考えなければならな
い。日本ではサーキュラーエコノミーの推進の観点か
ら、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクル（原
料・モノマー化）の比率の向上が念頭におかれている 6)。
現在一番多いエネルギー回収や次に多いケミカルリサ
イクル（高炉・コークス炉原料やガス化・油化）から
どのように移行させていくのかという議論は、現在の

「プラマーク」での一括回収システムにも関連する事柄
でもある 7)。このサーキュラーエコノミーは、昨今の
不安定な国際情勢もあり、資源を持たない国々では資
源安全保障面から推進されている。

５． プラスチック製品全体に対する国際的な

　　 規制の動き

　ここで食品用ガスバリアプラスチック包装を含めた
プラスチック製品全体についての国際的な動きをみて
みる。海洋などでのプラスチック汚染に端を発し、国
際的にプラスチック製品に対する規制が活発化してい
る。例えば、2022 年の第 5 回国連環境総会再開会合

（UNEA5.2）の決議として、プラスチック汚染を終わ
らせる法的拘束力のある国際条約を作り上げることが
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ク製である。飲料を飲むためのストローやかき混ぜる
ためのマドラー、食べるためのフォーク・ナイフ・スプー
ンもプラスチック製である。箸がプラスチック製の国
もある。テイクアウトして砂浜まで持ち運ぶときには
レジ袋が用いられる。海水浴では綿棒も使われる。こ
れら（2 ～ 6 番）は、ごみ箱に捨てずに砂浜に置いていっ
たら、風や波にさらわれて海に行ってしまうものであ
る。ビーチだけでなく、内陸部の公園や観光地などア
ウトドアで食事をするときや、街中でテイクアウトし
たときも、その場に捨てられていくものである。また、
風船に取り付けて持ち手として使う棒（1 番）はプラ
スチック製である。風船は飛ばされたらどこかに行っ
てしまい、回収できない。リンスオフ製品の中で研磨・
スクラブ剤として微小なプラスチックビーズを含んで
いると、これは洗い流すものなので家庭でもそのまま
下水に行き、最終的に海にたどり着いてしまうものも
ある（7 番）。
　Part II は、おもちゃや子供向け製品、食品に直接触
れる製品である。プラスチックそのものではなく、プ
ラスチックに混ぜてはいけない化合物を規定している。
それが含まれていなければ使用可能である。プラスチッ
ク製品に限らず、子供はおもちゃや色々な製品をなめ
てしまう。また食品は人が食べる。つまり、プラスチッ
ク製品を介して、危険な化合物を人が摂取しないよう
にするということである。自然界にまき散らされたら
動植物にも危険がおよぶものである。
　国際会議で議論されている内容は、最近の日本で叫
ばれている「脱プラスチック」とイメージが異なるの
ではないか。Part I の 1 番は、現在風船だけが明記さ
れているが、伝統的なイベントなどで空に飛ばしたり
川や海に流したりするような製品に広がっていく可能
性がある。Part I の 2 ～ 6 番の製品は、アウトドアで
用いられる使い捨てプラスチック製品の中でもポイ捨
てされやすく、また砂浜を清掃していても砂に隠れて
いたらサイズが小さいので見つけづらい製品である。

国民のモラルに訴えるのはもう無理であると判断し、
製品自体を廃止する提案がなされている。よく見てみ
ると、ここには家庭内、すなわち主に室内で用いる使
い捨てプラスチック製品は含まれていないことに気が
付くであろう。自然環境中にまき散らかされる確率が
低いうえに、基本的に使い捨てでもリサイクルに回す
ことを前提としているからである。日本では、「容器
包装リサイクル法」に基づき「プラマーク」を付け、
使用後はリサイクルに回すため各自治体の収集日に資
源ごみとして出してもらっている 11)。Part I の 7 番と
Part II は、法制度を整備してしっかり対応している「日
本製（Made in Japan）」は大丈夫であるのだが、そう
でない国があるということである。

７． 日本人のモラルの変化

　ところで、これからも「日本人はモラルが高い国民」
という考え方を持ち続けていけるのかを考えなければ
いけないときにきていると思う。なぜなら、日本国内
でも我慢の限界を超えてしまい爆発してしまった事例
が出たからである。それはコロナ禍明けの出来事、日
本を代表する東京都渋谷区のハロウィンへの対応であ
る。以前はハロウィンを歓迎して訪問客をサポートし
ていたが、真逆の対応を取った。日本でも「個人のモ
ラルに頼るのは無理」と判断した象徴的な例である。
海外からの観光客の増加が影響している「オーバーツー
リズム」やコロナ禍から顕著化した「路上飲酒」など
も常態化してしまっていることから、強制的な規制を
する自治体が増えていくと予想される。
　図３に日本国内のポイ捨てと不法投棄による散乱ご
み発生のパターン例を示す 12)。最初は、モラルに反
する行動を行う人に意識が向けられる。しかしそれが
積み重なると、その人たちが残す包装の散乱ごみに怒
りの矛先が向かう。紙、缶、ビン、木・葉も含めて包
装業界がくり返し社会から受けてきたバッシングのパ

　図３　日本国内のポイ捨てと不法投棄による散乱ごみ発生の

　　　　　パターン例 12)

表２　INC 5 Chair’ s Text Annex Y ： 2030 年代中にフェーズアウト

　　　　させる製品案のまとめ 10)
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ターンである。プラスチックを例にとると、「適切に処
理されないで自然環境中に流出したプラスチック」な
どというような硬い言い方よりも、「ポイ捨てや不法投
棄で人間の手で自然界にばらまかれてしまったプラス
チック」とストレートに言った方がわかりやすいと思
う。

８． おわりに

　最後に将来展望を示す。ガスバリアプラスチック包
装食品が生鮮食品と伝統的な保存食に加わり、現代の
各自・各家庭のライフスタイルに応じた食生活の充実
に貢献できるようになった。途上国や新興国の生活水
準が上がるにつれて、それらの国々でもガスバリアプ
ラスチック包装が必要不可欠な存在になっていくと思
われる。
　食品用途を含めたプラスチック製品全体の国際的な
流れは、プラスチック製品のサーキュラーエコノミー
を推進することであると述べた。具体的には、不必要
なプラスチックを使用することをやめ、必要なプラス
チックは安全にリユース、リサイクルまたはコンポス
ト化により循環利用することである。製品設計をサー
キュラーエコノミー仕様にバージョンアップし、プラ
スチックを上手に使い続ける動きは加速していくもの
と思われる。
　世界共通の方針を決める場は、国際会議である。各
国の発展の度合いや文化・風習が異なる上、食料や包
装材料（プラスチック、紙、缶、ビン、木・葉）など
の「資源を持つ国」と「資源を持たない国」とでは立
場は大きく異なる。講演会や解説記事などでくり返し
述べているが、国際会議において、日本の主張が「決
議（Resolution）」で承認され公式書類に載る必要がある。
日本国内でも決議された内容で物事を進めていくのと
同じく、国際舞台での決議で国際社会は動いていくか
らである。この点で日本は積極的に国際的に決める場
に加わり、日本の考え方を国際的に正当化していく必
要がある。
　くり返しになるが、昨今のプラスチック汚染に国際
社会が本腰を入れたきっかけは海洋汚染である。いわ
ゆる「散乱ごみ問題」である。それ以前から、エベレ
ストや富士山など内陸部の有名な観光地、近所の公園
や日常的に行き来する道路、家の前でポイ捨てや不法
投棄された散乱ごみに頭を抱えてきた。度を越した海
洋汚染が、溜まりにたまった怒りが爆発する引き金に
なったようにも思える。
　プラスチック製品が自分の意志で自然環境中に出て

行ったり、陸地や海で生物の体内に入り込んだりした
わけではない。人間に捨てられて、風や波に身をまか
せてさまよっているだけである。人間のモラルに頼れ
ないレベルに達したら使用禁止という考えは理解でき
る。当然のことである。しかしプラスチックから他の
材料に変えても解決しないと思う。捨てる材料が変わ
るだけだからである。
　継続した取り組みが必要な社会問題だからこそ、何
が一番必要かと考えると、やはりプラスチック問題の
解決への協力者を増やしていくことだと考える。
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